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理

由

我
が
国
経
済
に
お
い
て
農
水
産
業
協
同
組
合
の
行
う
資
金
決
済
が
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
の
金
融
の

機
能
の
一
層
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
経
営
困
難
農
水
産
業
協
同
組
合
に
係
る
資
金
決
済
の
確
保
に
関
し
資
金
決
済
に
関
す
る

貯
金
者
そ
の
他
の
債
権
者
の
保
護
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。




